
○久喜市地域活動の拠点整備事業補助金交付要綱 

平成３０年３月２９日 

告示第１３９号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、自治会等が実施する地域活動の拠点となる集会施設の整備

事業について、当該自治会等に対し、予算の範囲内において補助金を交付する

ことに関し必要な事項を定めるものとする。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、久喜市補助金等の交付に関する規則（平成

２２年久喜市規則第５９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、こ

の告示の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

（１） 地域活動 市内の地縁に基づく自主的な住民組織等が地域課題を解決

するために行う公益的で継続的な活動をいう。 

（２） 自治会等 自治会、町内会その他のコミュニティ組織又はその連合体

をいう。 

（３） 集会施設 自治会等が地域活動のために利用する市内に所在する建物

で、会議、集会等を行うために必要な機能を備えるものをいう。 

（補助対象団体） 

第３条 補助金の対象となる団体（以下「補助対象団体」という。）は、集会施

設を管理している自治会等とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、補助の対

象としない。 

（１） 営利を目的とする活動を行う団体 

（２） 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を強化育成することを



目的とする活動を行う団体 

（３） 政治上の主義を促進し、若しくは支持し、又はこれに反対することを

目的とする活動を行う団体 

（４） 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定

する公職をいう。以下この号において同じ。）の候補者（当該候補者になろ

うとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、若しくは支

持し、又はこれらに反対することを目的とする活動を行う団体 

（５） 公序良俗に反する団体 

（６） 久喜市暴力団排除条例（平成２５年久喜市条例第１６号）第２条第１

号に規定する団体 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、別表

に掲げる事業で、次に掲げる要件を満たすものとする。 

（１） 補助対象団体の構成員の意向が十分反映されたものであること。 

（２） 集会施設の維持管理を補助対象団体が行い、かつ、当該維持管理に補

助対象団体の構成員の協力が得られること（集会施設の解体を実施する場合

を除く。）。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助の対象としないものとす

る。 

（１） 他の補助制度の適用を受ける事業 

（２） 前号に掲げるもののほか、この告示の趣旨に適合しない事業 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

補助事業に要する経費とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助の対象としないものとす

る。 



（１） 補助事業に関する一般事務費、外構工事費、用地購入費、設計料、設

計監理料、申請料等の経費 

（２） 経常的な維持管理に係る経費 

（３） その他補助事業の直接的費用とは認め難い経費 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額及び補助限度額は、別表のとおりとする。 

２ 前項の補助金の額に、１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨

てる。 

（交付申請書の様式等） 

第７条 規則第６条第１項に定める交付申請書の様式は、地域活動の拠点整備事

業補助金交付申請書（様式第１号）のとおりとする。 

２ 前項に規定する申請書には、第１号から第４号までに掲げる書類に加え、集

会施設の増築、改築又は修繕の場合は第６号から第８号に掲げる書類を、集会

施設の解体の場合は第５号から第７号に掲げる書類を、集会施設の備品購入の

場合は第９号及び第１０号に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。 

（１） 土地の賃貸借契約書の写し及び当該土地所有者の承諾書（借家の場合

は、当該施設所有者の承諾書） 

（２） 自治会等の規約、収支予算書及び決算書（最新のもの） 

（３） 自治会等の総意であることが分かる書類（会議の議決書等の写し等） 

（４） その他必要な書類 

（５） 登記事項証明書その他の自治会等が集会施設を所有していることが確

認できる書類 

（６） 案内図 

（７） 工事計画書 

ア 工事を実施しようとする箇所の現況写真 

イ 工事箇所図 



ウ 工事計画図その他工事方法を示す資料（配置図、平面図等） 

エ 補助事業に要する経費の見積書の写し（補助の対象にならない工事に関

する見積りを含む場合には、その区分ができるようにしたもの） 

（８） 集会施設の建築年月が分かる書類の写し 

（９） 見積書の写し及び商品説明書類 

（１０） 自治会等の備品等に関する管理運営規程 

３ 第１項の交付申請書は、補助事業の着手前に提出するものとする。 

（交付決定通知書の様式） 

第８条 規則第９条第１項の交付決定通知書の様式は、地域活動の拠点整備事業

補助金交付決定通知書（様式第２号）のとおりとする。 

（交付の条件） 

第９条 規則第８条第２項の規定により付する補助金交付の条件は、次に掲げる

とおりとする。 

（１） 補助事業の内容を変更しようとする場合は、市長の承認を受けること。 

（２） 補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、市長の承認を受けるこ

と。 

（３） 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難

となった場合においては、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。 

（変更承認申請書の様式等） 

第１０条 規則第１１条第１項に規定する変更承認申請書の様式は、地域活動の

拠点整備事業補助金変更（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）のとおりと

する。 

２ 市長は、前項に規定する変更承認申請書の提出があったときは、速やかにそ

の内容を審査し、地域活動の拠点整備事業補助金変更（中止・廃止）承認決定

通知書（様式第４号）により、前項の申請をした団体に通知するものとする。 

３ 規則第１１条第１項の市長が認める軽微な変更は、次のとおりとする。 



（１） 補助事業に要する経費の２０％以下の設計変更 

（２） 工事内容、設備等の変更で主要でないもの 

（実績報告書の様式等） 

第１１条 規則第１３条の報告書の様式は、地域活動の拠点整備事業補助金実績

報告書（様式第５号）のとおりとし、次に掲げる書類を添付するものとする。 

（１） 領収書及び請求書の写し 

（２） 補助事業の完了写真（増築事業、改築事業及び修繕事業の場合は中間

過程及び竣工後の写真、備品購入事業の場合は整備した全ての備品の写真） 

２ 前項の報告書の提出期限は、当該補助事業の完了後３０日を経過する日又は

当該補助金の交付決定のあった日の属する会計年度の３月１５日のいずれか早

い日までとする。 

（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、規則第１４条の規定により補助金の額を確定したときは、地

域活動の拠点整備事業補助金額確定通知書（様式第６号）により補助事業団体

に通知するものとする。 

（交付の請求） 

第１３条 前条の規定により通知を受けた団体は、地域活動の拠点整備事業補助

金交付請求書（様式第７号）を市長に提出するものとする。 

（概算払の請求） 

第１４条 補助事業団体は、規則第１６条ただし書の規定により補助事業の完了

前に補助金の交付を受けようとするときは、地域活動の拠点整備事業補助金概

算払請求書（様式第８号）により市長に請求するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による請求を受けた場合において、適当と認めるときは、

第６条の規定により定めた額の範囲内において、補助金を交付することができ

る。 

（財産の管理等） 



第１５条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、善良な管理者の

注意をもって管理するとともにその効率的な運用を図らなければならない。 

（財産処分の制限の期間） 

第１６条 規則第１９条ただし書の市長が定める期間は、補助金の交付決定を受

けた日の属する会計年度の翌会計年度から起算して５年間とする。 

（書類の整備等） 

第１７条 規則第２０条の規定により整備した帳簿及び証拠書類は、補助事業の

完了した日の属する会計年度の翌会計年度から起算して５年間保存しなければ

ならない。 

（再補助の制限） 

第１８条 この告示による補助金の交付を受けた補助対象団体は、補助事業完了

後別表に定める期間を経過しなければ、新たに当該補助金の交付申請をするこ

とはできない。ただし、自然災害、火災等の理由により、集会施設の修繕等を

行うため新たに申請をするときは、この限りでない。 

（その他） 

第１９条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年２月９日告示第６９号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年２月７日告示第４２号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月２８日告示第１３１号） 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年６月１９日告示第２６７号） 

この告示は、令和７年７月１日から施行する。 



附 則（令和８年２月１６日告示第６０号） 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

別表（第４条、第６条、第１８条関係） 

事業種目 事業内容 補助金の額 補助限度額 再補助の制限 

集会施設の増築 建築後１０年を

経過した集会施

設の床面積を増

加させる工事 

補助対象経

費の３分の

２の額 

１００万円 ５年 

ただし、集会施設の備

品購入に該当するも

のを除く。 

集会施設の改築 建築後１０年を

経過した集会施

設の一部を取り

壊し、間取りの

変更等を行う工

事 

補助対象経

費の３分の

２の額 

１００万円 ５年 

ただし、集会施設の備

品購入に該当するも

のを除く。 

集会施設の修繕 建築後１０年を

経過した集会施

設又は建築後の

経過年数に関わ

らず、自然災害、

火災等の理由に

より修繕を必要

とする集会施設

の外壁、屋根、

床等の建物本体

（建物と一体と

補助対象経

費の３分の

２の額 

１００万円 ５年 

ただし、集会施設の備

品購入に該当するも

のを除く。 



みなす設備を含

む。）の修繕を

行う工事 

集会施設の解体 自治会等が所有

する集会施設の

全部を解体し、

及び撤去する工

事 

補助対象経

費の３分の

２の額 

１００万円 ５年 

ただし、集会施設の備

品購入に該当するも

のを除く。 

集会施設の備品

購入 

集会施設に常時

備え付けて、使

用する物品とし

て必要不可欠な

もので、次に掲

げる備品の新規

購入及び当該備

品の買い替え

（設置等の費用

を含む。） 

【補助対象備

品】 

冷暖房機、机、

椅子、ホワイト

ボード、テレビ、

会議用アンプ

（マイクを含

補助対象経

費の３分の

２の額 

５０万円 ５年 

ただし、集会施設の増

築、改築、修繕及び解

体に該当するものを

除く。 



む。）、プロジ

ェクター、スク

リーン、カーテ

ン、カーペット、

照明器具、換気

扇、給湯器、物

置（基礎を伴わ

ないものに限

る。）、冷蔵庫、

掃除機、空気清

浄機、パソコン、

プリンター、DVD

レコーダーその

他市長が上記備

品に準ずると認

めるもの 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


